
蚊媒介性感染症に関する特定感染症予防指針（仮称）
の策定について
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• 1999年：感染症法制定
– デング熱、マラリア、日本脳炎を｢（旧）四類感染症｣として指定。患者の全数報告を
義務付け。

• 2002年：感染症法政令改正
– ウエストナイル熱の米国での流行拡大を受け、同疾病を（旧）四類感染症に指定

• 2003年：感染症法改正
– 新たな感染症の類型｢（新）四類感染症｣を創設し、蚊媒介性感染症について、積極
疫学調査の実施（第15条）、蚊の駆除（第28条）等の措置を適用できることとした。

– 動物の輸入届出制度を創設（鳥類はウエストナイル熱の臨床症状を示していないこ
とも輸入の要件）

• 2011年：感染症法政令改正
– チクングニア熱を（新）四類感染症に指定

• 2014年8月末～10月：デング熱の国内感染事例発生
– 自治体向け「デング熱国内感染事例発生時の対応・対策の手引き」、臨床医向け
「診療ガイドライン」を作成・改訂

– 全国の地方衛生研究所に迅速診断キットを配布
– 「デング熱対策に関する関係機関緊急対策会議」の開催 など

• その他

– 「ウエストナイル熱等に係る関係省庁連絡会議」の開催（2002年～、毎年開催）

感染症法に基づく蚊媒介性感染症への対応
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蚊媒介性感染症であるデング熱について、平成26年8月末に約70年ぶりに国内感染が
確認され、以後160名の国内感染症例が確認された。

蚊媒介性感染症のまん延防止のためには、

①平時からの蚊対策

②患者の的確な診断と適切な医療の提供

③迅速な発生動向の把握

④発生時の的確な蚊対策を含む迅速な対応 等

が重要であるが、近年は感染症対策の一環として蚊対策を行うことが稀となっている
現状がある。

そのため、各自治体においても蚊対策の知見が乏しくなっており、蚊媒介性感染症対
策の充実が喫緊の課題となっている。

蚊媒介性感染症について、感染症法第11条に基づく感染症に位置付けることにより、
当該感染症に応じた予防の総合的な推進を図るための指針を策定する。

蚊媒介性感染症に関する現状と主な課題

3



特
定
感
染
症
予
防
指
針
の
位
置
づ
け

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
[平成10年法律第114号]

[最終改正：平成26年法律第115号]

【基本指針※1】

感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針
[平成11年厚生省告示第115号]

[最終改正:平成26年厚生労働省告示第439号]

【技術上の指針※2】

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針

[平成15年厚生労働省告示第264号]

【予防計画※3】

感染症の予防のための施策の実施に関する計画

【特定感染症予防指針※4】

インフルエンザに関する特定感染症予防指針
[平成11年厚生省告示第247号]

[最終改正:平成26年厚生労働省告示第439号]

性感染症に関する特定感染症予防指針
[平成12年厚生省告示第15号]

[最終改正:平成24年厚生労働省告示第19号]

後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針
[平成18年厚生労働省告示第89号]

[最終改正:平成26年厚生労働省告示第439号]

結核に関する特定感染症予防指針
[平成19年厚生労働省告示第72号]

[最終改正:平成23年厚生労働省告示第161号]

麻しんに関する特定感染症予防指針
[平成19年厚生労働省告示第442号]

[最終改正:平成25年厚生労働省告示第126号]

風しんに関する特定感染症予防指針
[平成26年厚生労働省告示第122号]

蚊媒介性感染症に関する特定感染症予防指針（仮称）

※1 感染症法第９条の規定に基づき
厚生労働大臣が策定

※2 基本指針に基づき厚生労働大臣が
策定

※3 感染症法第10条の規定に基づき
基本指針に即して都道府県が策定

※4 感染症法第11条の規定に基づき
厚生労働大臣が策定
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蚊媒介性感染症に関する特定感染症予防指針（仮称）の
策定に向けた今後の予定について（案）

日程 予定

平成２６年１２月１７日 第１回蚊媒介性感染症に関する小委員会

平成２７年１月１４日 第２回蚊媒介性感染症に関する小委員会

２月下旬 第３回蚊媒介性感染症に関する小委員会

３月上旬 第８回感染症部会（意見の聴取）

４月中 指針の告示／適用
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○ 国内感染例未発生時の予防対策

・都道府県等は、管内で感染が発生した場合の対策を予め定める。

・都道府県等は、平時の蚊対策（幼虫蚊・成虫蚊の生息調査、密度調査や駆除等）を実施する。

○ 発生動向の調査の強化

・国によるガイドライン作成、研修の場の確保及び検査体制の充実などを通じ、医師が診断しやすい環境を整備する。

・都道府県等は輸入例も含め患者全例に積極的疫学調査を実施する。

・国及び都道府県等は病原体の遺伝子解析を行い、感染経路の解明に取り組む。

○ 国内感染の流行拡大防止対策

・国内感染例が発生した自治体及び国立感染症研究所において迅速に情報提供を行うとともに、必要に応じ、住民へ

の注意喚起を実施する。

・感染地が推定又は特定できた場合、リスク評価を実施した上で、必要に応じ、蚊の駆除等の措置を実施する。

・積極的疫学調査の結果、他の自治体への情報提供を要すると判断した場合には、迅速に情報提供を行い、必要に応

じ、自治体間で連携を取りつつ対策を講じる。

○ 医療の提供

・国は診療の手引きを作成するとともに、専門家に相談できる体制を整備する。

○ 人材の養成

・国及び都道府県等は、積極的疫学調査（ヒト、蚊）、蚊の調査（捕集・同定）・駆除、ウイルス検査などの研修を通じて、

蚊媒介性感染症に関する人材を養成する。

○ 推進体制及び普及啓発の充実

・都道府県は関係者からなる協議会を設置し、対策の検討・評価を行うため蚊の発生時期の前後に開催する。

・国は海外渡航者向けの情報提供を行う。

・都道府県等は住民セミナー等を開催し、住民の協力を得て平時から蚊の対策を講じることができる体制を構築する。

蚊媒介性感染症の対策の柱（案）

指針策定に当たり、以下の柱を中心に、総合的な蚊媒介性感染症対策を実施する方針としてはどうか。
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指針の各章ごとの記載内容案

各章案 主な記載事項案

前文 蚊媒介性感染症の現状、平成26年のデング熱の国内感染事
例の原因分析、対策の方向性など

第一 国内感染例未発生時の予防対策 基本的考え方、平時の蚊対策、一般的な予防方法の普及啓
発

第二 発生動向の調査の強化 基本的考え方、蚊媒介性感染症の発生動向の調査の強化、
蚊媒介性感染症の届出基準、国際的な発生動向の把握、日
本医師会との協力、病原体の遺伝子検査等の実施

第三 国内感染の流行拡大防止対策 基本的考え方、有事の蚊対策、積極的疫学調査の実施、情
報提供の在り方

第四 医療の提供 基本的考え方、医療関係者に対する普及啓発

第五 研究開発の推進 基本的考え方、ワクチン等の研究開発の推進、疫学研究の
推進、研究機関の連携体制の整備、研究評価の充実

第六 推進体制と普及啓発の充実 基本的考え方、都道府県における蚊媒介性感染症対策の会
議、普及啓発の充実

第七 人材の養成 基本的考え方、国における人材の要請、都道府県等における
蚊媒介性感染症に関する人材の養成

第八 国際的な連携 基本的考え方、諸外国との情報交換の推進、国際機関への
協力
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各章ごとの論点
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論点整理（前文）

記載項目案 主な論点

○対象となる蚊媒介性感染症

○蚊媒介性感染症の対策の重要性

○蚊媒介性感染症の現状と問題点

○対策の方向性

○指針の位置づけと見直しの規定

○主な対象疾患は、国内に常在しているヒトスジシマカが媒介
する感染症として、本年国内感染事例を認めたデング熱及び
今後国内発生が懸念されるチクングニア熱の二つとしてはど
うか。なお、媒介蚊はことなるが、デング熱と同様、輸入例が
見られるマラリアについても、必要に応じて言及することとし
てはどうか。

○感染する経路が人-人ではなく、人-蚊-人であるため、感染
症対策部局にとどまらず、生活衛生部局、公園等施設管理
者、蚊駆除者、施設利用者、住民等が連携しつつ、近年国内
では重要視されてこなかった蚊対策を含む人-人感染とは
違った視点からの感染症対策が重要との視点はどうか。

○平成26年のデング熱国内感染事例の原因分析と、それを踏
まえた記述としてはどうか。

○今後も、渡航者等を通じ海外の流行地域からデング熱ウイ
ルス等が流入する可能性があるため、国及び都道府県等は、
関係機関及び住民と協力しつつ、平時及び患者発生時にリ
スク評価を適切に行い、必要な範囲において適切な対策を
講じることを目指すこととしてはどうか。
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論点整理（第一 国内感染例未発生時の予防対策）

記載項目案 主な論点

一 基本的考え方 ○関係機関等及び個人が予防に取り組むことが基本であり、その予防の積み重ねにより、
社会全体のまん延の防止に結び付けることが重要としてはどうか。

二 一般的な予防方法
の普及

○一般的な予防方法について、科学的根拠に基づき、周知徹底を図っていくこととしては
どうか。

三 国内未発生時の対
応

○感染症の発生に関する人・蚊についての総合的なリスク評価を行い、幼虫及び成虫蚊
対策、公園等で長時間滞在する者への対応等に関して記載してはどうか。

○国が、人及び蚊についての疫学調査等に関する手引きを作成し、それを踏まえ、都道
府県等は発生時対応マニュアル等を整備することとしてはどうか。

○輸入例については、周辺の蚊の発生状況に留意しつつ、患者の国内での蚊刺歴等の
確認を行う疫学調査と蚊の発生時期における衛生教育を行うこととしてはどうか。
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論点整理（第二 発生動向の調査の強化）

記載項目案 主な論点

一 基本的考え方 ○蚊媒介性感染症についての情報の収集及び分析を進めていくとと
もに、発生時には原因の特定のため、正確かつ迅速な発生動向の
調査を行っていくことが重要としてはどうか。

二 蚊媒介性感染
症の発生動向
の調査の強化

○感染症の発生動向の調査に当たっては、医師の届出による患者情
報のみならず病原体及び媒介蚊の情報も含めて、総合的に行うこと
としてはどうか。

三 蚊媒介性感染
症の届出

○国が一連の手順等を示した手引きの作成等を行うこととしてはどう
か。

○病原体の遺伝子検査のため、診断後にも検体の提出を依頼しては
どうか。

四 日本医師会と
の協力

○患者発生時には検体提出についての協力を依頼してはどうか。

○患者への衛生教育（ウイルス血症時の防蚊及び献血を避けること
の重要性）を依頼してはどうか。

五 病原体遺伝子
検査等の実施

○国及び都道府県等は、提出された検体について、できるだけ全例で
病原体の遺伝子検査等を実施し、可能な限り、遺伝子配列の解析
を実施することとしてはどうか。

六 国際的な発生
動向の把握

○蚊媒介性感染症は、我が国のみならず世界中で発生する感染症で
あることから、国際的な蚊媒介性感染症の発生及び流行の状況を
把握してはどうか。 11



論点整理（第三 国内感染の流行拡大防止対策）

記載項目案 主な論点

一 基本的考え方 ○関係機関等及び個人が予防に取り組むことが基本であり、その予防の積み重ねにより、
国内感染例の流行拡大の防止に結び付けることが重要としてはどうか。

二 国内発生時の対応 ○国内症例発生時には、発生した保健所管内及び国立感染症研究所において迅速に情
報提供を行うとともに、必要に応じ注意喚起を実施してはどうか。

○国内感染事例については個別症例ごとに疫学調査（人・蚊）を実施してはどうか。

○積極的疫学調査の結果、他の自治体への情報提供を要すると判断した場合には、迅速
に情報提供を行い、必要に応じ、自治体間で連携を取りつつ対策を講じてはどうか。

○国内の同一地点で複数例が発生する等、必要な場合は、リスク評価を行った上で、蚊
の密度調査を含む媒介蚊対策を実施することとしてはどうか。

○患者に対する適切な衛生教育を都道府県等がすることとしてはどうか。
○調査を実施する者に対する感染防止対策を行うこととしてはどうか。
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論点整理（第四 医療の提供）

記載項目案 主な論点

一 基本的考え方 ○的確な診断を行いやすい環境（診断体制の充実や専
門家への相談体制の整備）と適切な治療の提供を記載
してはどうか。

○患者等が施設敷地内での蚊刺咬に留意が必要である
との視点は必要か。

二 医療関係者に対する普及
啓発

○蚊に関する情報、治療に関する情報及び院内での蚊
対策の実施方法の情報提供をしてはどうか。
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論点整理（第五 研究開発の推進）

項目案 主な論点

一 基本的考え方 ○蚊媒介性感染症の特性に応じた発生の予防及びまん延の防止のため
の対策を実施し、良質かつ適切な医療を提供するためには、感染のま
ん延の防止、また、良質な医療の提供につながるような研究を行って
いくこととしてよいか。

二 ワクチン等の研究開発
の推進

○ワクチンに関する研究開発を推進することとしてはどうか。
○以下の研究についてはどうか。
・有効かつ適切な蚊の駆除の仕方の研究
・新たな駆除の方法の開発（物理的、化学的、生物学的）
・蚊の分布調査・モニタリングシステムの構築（土地利用図やGISの活用
等）

三 疫学研究の推進 ○早期把握の手法に関する研究、人及び環境における詳細なリスク因子
の解明に関する研究、蚊媒介性感染症に罹患した場合の重症化要因
の究明に関する研究等を推進してはどうか。

四 研究機関の連携体制の
整備

○国立感染症研究所、地方衛生研究所、大学、国立国際医療研究セン
ター等からなる研究機関の連携体制を整備してはどうか。

五 研究評価の充実 ○研究の成果を的確に評価するとともに、研究の成果を広く一般に提供
していくこととしてはどうか。
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論点整理（第六 推進体制と普及啓発の充実）

記載項目案 主な論点

一 基本的考え方 ○蚊媒介性感染症の対策を推進するために、施策の検討・
評価を行う体制を整備してはどうか。

二 都道府県における蚊媒介
性感染症対策の会議

○各都道府県に感染症の専門家、医療関係者、市町村の
担当者、蚊防除関係者等からなる会議を設置し、地域の
実情に応じた蚊媒介性感染症対策の検討や、実施した
対策の有効性等について評価を行うこととしてはどうか。

三 普及啓発の充実 ○蚊及び蚊媒介性感染症に関する正しい知識、積極的疫
学調査への協力の必要性等を周知してはどうか。
○国は海外渡航者向けの情報提供を一層行ってはどうか。

○都道府県等及び市町村は住民セミナー等を開催し、住
民の協力を得て平時から蚊の対策を講じることができる
体制を構築してはどうか。
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論点整理（第七 人材の養成）

記載項目案 主な論点

一基本的考え方 ○蚊媒介性感染症に関する幅広い知識や研究成果
について社会や医療現場への普及等の役割を担う
人材の養成をしてはどうか。

○人材の養成に当たっては、国及び都道府県等の
ほか、大学、国立病院機構、関連諸学会等の関係
機関が連携し、研修を実施してはどうか。

二 国による人材の育成 ○都道府県等の職員、医師等の医療関係者等に対
する研修に関して必要な支援をしてはどうか。

三 都道府県等における蚊媒介
性感染症に関する人材の養成

○以下の研修を通じ、職員の人材を養成してはどう
か。
・積極的疫学調査（ヒト、蚊）の研修
・蚊の調査（捕集・密度・同定）・駆除に関する研修
・医療関係者への研修
・ウイルス検査の研修
等
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論点整理（第八 国際的な連携）

記載項目案 主な論点

一基本的考え方 ○世界保健機関等との国際的な連携を強化し、情報
交換等を積極的に行うことにより、世界的な蚊媒介性
感染症の発生動向の把握、蚊媒介性感染症の国の
施策の研究等に努め、我が国の蚊媒介性感染症対
策の充実を図っていくこととしてはどうか。

二 諸外国との情報交換の推進 ○政府や研究者間等において、蚊媒介性感染症に
関する研究の成果等についての国際的な情報交換
を推進してはどうか。

三 国際機関への協力 ○国際機関と協力し、蚊媒介性感染症の流行国の対
策を推進することで、海外で感染し、国内で発症する
患者の発生を予防することにも寄与することから、国
際的な対策の取組に積極的に関与してはどうか。
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